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審査基準  
 １ （法律上の規定による基準）  
 消防法法第１０条第４項  
  製造所、貯蔵所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、政令でこ
れを定める。  

  
 危険物の規制に関する政令第８条第３項  
  （完成検査の手続）   
第８条   法第１１条第５項の規定による完成検査（以下「完成検査」という。）を
受けようとする者は、その旨を市町村長等に申請しなければならない。   

２   市町村長等は、前項の規定による申請があつたときは、遅滞なく、当該製造所
等の完成検査を行わなければならない。   

３   市町村長等は、完成検査を行つた結果、製造所にあつては第９条及び第２０条
から第２２条まで、貯蔵所にあつては第１０条から第１６条まで及び第２０条か

ら第２２条まで、取扱所にあつては第１７条から第１９条まで及び第２０条から
第２２条までにそれぞれ定める技術上の基準（法第１１条の２第１項の検査（以
下「完成検査前検査」という。）に係るものを除く。）に適合していると認めたと
きは、当該完成検査の申請をした者に完成検査済証を交付するものとする。   

４   前項の完成検査済証の交付を受けている者は、完成検査済証を亡失し、滅失し、
汚損し、又は破損した場合は、これを交付した市町村長等にその再交付を申請す

ることができる。   
５   完成検査済証を汚損し、又は破損したことにより前項の申請をする場合は、申
請書に当該完成検査済証を添えて提出しなければならない。   

６   第３項の完成検査済証を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した完成検査
済証を発見した場合は、これを１０日以内に完成検査済証の再交付をした市町村
長等に提出しなければならない。  
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